
3-2-2-8 迂回路計画

橋梁は現橋位置に架設するため、現在交通に対する迂回路を少なくとも1車線分確保する必

要がある。また、工事用桟橋を別途建設することはしないため、施工中の建設機械の移動の

際も迂回路を経由することになる。

テオウマ橋は下流側に迂回路を設け、PWDが所有しているベイリー橋を借用して仮橋(Ｌ=30

ｍ)を設置する。仮橋の撤去後は整備を施して返却することとするが、PWDが所有している木

、 。床版は供用中の損耗が激しいため使用せずに 仮設計画の中で木床版を調達する計画とする

レンタパオ橋は下流側に迂回路を設け、仮設計画の中で木床版とＩ形鋼を調達して仮橋(Ｌ=

12ｍ)を設置する。

仮橋は、通常水位に対して50cm程度の余裕を持って設置し、迂回路の盛土高を抑える。橋台

は土砂の流出による水質汚濁を防止するため、蛇籠を積み上げて橋台とする。迂回路は工事

完了時に撤去して現況復旧を行う。

3-2-3 基本設計図

基本計画の基づき最終的に提案された計画の概要は次のとおりである。

工 種 内 容

迂回道路設置／撤去 迂回道路139ｍ＋96ｍ、仮橋30.5ｍ＋12ｍ

現橋撤去 テオウマ橋、レンタパオ橋取壊し

橋梁本体 基礎工、橋台躯体工、鋼桁製作、上部工組立て、架設、

橋面処理（瀝青表層処理）等

取付道路 擦り付け延長230ｍ＋200ｍ、車道幅員7.0～6.0ｍ

路盤工（コーラル材 、表層工（瀝青表層処理））

付帯工事 護岸工、路面標示、ガードレール等

本計画の基本設計図面を次頁以降に示す。
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